
例えば，次のようなことがらについてのご相談を受けて，解決するための裁判手続

 

の概要や申立方法（手続に必要な費用や書類）などをご説明いたします。
◎

 

震災で亡くなったり，行方不明となったりした方の財産に関すること
◎

 

震災で両親が亡くなったり，行方不明となったりしたお子さんの後見

 

（財産の管理）などに関すること
◎

 

判断能力がなくなった方の後見（財産の管理）などに関すること
◎

 

手形や小切手などの有価証券の紛失に関すること
◎

 

借りたお金を返せないなどのこと

この度の震災により被災された皆さまに，心よりお見舞い申し上げます。

仙台地方・家庭・簡易裁判所においては，無料で，各種裁判手続を総合的に

 

ご案内する震災対応総合窓口を仙台家庭・簡易裁判所庁舎内に設置いたしま

 

した。

東日本大震災に関する
裁判所の手続案内窓口のご案内

また，宮城県内の裁判所では，裁判手続の利用をお考えの方に，無料で裁判

 

手続をご案内しております。

お気軽に震災対応総合窓口又は最寄りの裁判所（裏面）にご相談ください。

【来庁される方】
仙台市青葉区片平１－６－１

仙台家庭・簡易裁判所庁舎１階

 

（地図は裏面）

【電話される方】
（直通）０２２－７４５－６０９０

いずれも月～金（祝日，年末年始を除く）

 

９：００～１７：００

※

 

電話がつながらない場合は，しばらくお待ちいただくか，最寄りの裁判所の代表電話におかけください。

震災対応総合窓口（地方・家庭・簡易裁判所合同）



宮城県内の最寄りの裁判所

●石巻支部

涌谷町

●登米支部

栗原市

七ヶ浜町多賀城市

亘理町

岩沼市

若林区

宮城野区

利府町

富谷町

気仙沼市

石巻市

東松島市

大崎市

色麻町

加美町

松島町

大郷町大和町

大衡村

仙台市

名取市

山元町

川崎町

蔵王町

村田町

柴田町

大河原町

角田市七ヶ宿町 白石市

丸森町

登米市

南三陸町

美里町

◎本庁

●古川支部

▲築館簡裁

●大河原支部

気仙沼支部●

青葉区

太白区

泉区

築館簡易裁判所
〒987-2252
栗原市築館薬師３－４－１４
（代表）０２２８－２２－３１５４

登米支部　登米簡易裁判所
〒987-0702
登米市登米町寺池桜小路１０５－３
（代表）０２２０－５２－２０１１

気仙沼支部　気仙沼簡易裁判所
〒988-0022
気仙沼市河原田１－２－３０
（代表）０２２６－２２－６６５９

石巻支部　石巻簡易裁判所
〒986-0832
石巻市泉町４－４－２８
（代表）０２２５－２２－０３６１

古川支部　古川簡易裁判所
〒989-6161
大崎市古川駅南２－９－４６
（代表）０２２９－２２－１６０１

大河原支部　大河原簡易裁判所
〒989-1231
柴田郡大河原町字中川原９
（代表）０２２４－５２－２１０１

仙台地方・家庭裁判所・仙台簡易裁判所
〒980-8639（地裁），980-8637（家裁），980-8636（簡裁）
仙台市青葉区片平１－６－１
（震災対応総合窓口）０２２－７４５－６０９０

女川町

塩竃市


